
2020 年度 森記念奨学金募集要項 

一般財団法人 東洋水産財団 

１．趣 旨 

   一般財団法人東洋水産財団（以下、本財団という）は、日本国内の大学、大学院に在学し、食品科学に

関する分野を専攻、研究している者のうち、有為な者であるにもかかわらず、経済的理由により修学が困

難な者に対し奨学援助を行うことをもって、食品科学に関する知見を深め、学術研究を発展させ、国民生

活の向上に資することを目的とします。 

２．特 徴 

   この奨学金の特徴は次のとおりです。 

    （1）奨学金は給与とし、原則として、返済の義務はありません。 

    （2）奨学生の卒業後の就職、その他一切については、本人の自由とします。 

３．奨学生の応募資格 

本国内の大学及び大学院に在学している者であって、かつ食品科学に関する分野を専攻、研究してい

る者のうち、経済的に学業の継続が困難で学業・人格ともに優れた者と認められる者。 

   各大学５名以内とし、過去に本財団の奨学生となった者も応募資格を有します。 

４．採用人数 

    １８０名程度 

    注：各大学から５名以内の採用とします。 

５．奨学金の額と給与の方法 

      （1）給与金額 

       月額 ３万円 

（2）給与の期間 

奨学生に採用したときから、１年間を限度とします。 

（3）給与の方法 

奨学金は、３カ月毎の一定日に交付するものとします。 

（本人名義の銀行等の預金口座に入金します。） 

注：給与に当たっては、４月分から遡って、支給します。 

６．奨学金の休止又は廃止事由 

（1）休学し、又は長期にわたって欠席したとき 

（2）学業又は性行などの状況により、指導上必要があると認めたとき 

（3）退学したとき 

（4）傷い、疾病などのため成業の見込みがなくなったとき 

（5）学業成績又は性行が不良となったとき 

（6）奨学金を必要としない理由が生じたとき。 

（7）奨学生として適当でない事実があったとき 

（8）在学校で処分を受け、学籍を失ったとき 

（9）その他奨学生としての資格を失ったとき 

 



７．手 続 

（1）必要書類 

 （奨学生本人） 

ア 奨学金願書 サイズＡ３（ホームページに Excel あり） 

      イ 指導教員等の推薦書（ホームページに Word あり） 

      ウ 学業成績証明書（大学院生の場合は大学時の成績も含み、大学第１学年は高校時のもの） 

エ 在学証明書 

オ 同一生計家族全員（学生は必要なし）の前年度収入証明書（以下をご確認下さい） 

収入の状況 提出書類 発行元 

給与所得者（会社員、パート） 源泉徴収票 勤務先等 

自営業で確定申告 確定申告書のコピーと所得証明書 市区町村 

年金受給者 年金振込み通知書のコピーと所得証明書 日本年金機構等 

生活保護受給者 生活保護決定・変更通知書のコピーと所得証明書 福祉事務所 

各種手当 各種手当のコピーと所得証明書 市区町村等 

無職無収入 所得証明書 市区町村 

       ※所得証明書は、「全ての項目が記載された証明書」を発行して下さい。 

カ 住民票の写し（家計を支えている世帯全員の記載があるもの） 

キ 他の奨学金を申請・受給・返済している場合、その支給元、支給期間、支給金額、返済の要否

等を証する書面又はその写し（大学院生の場合は大学時のも含む） 

      ク 振込口座確認書（ホームページに Excel あり） 

    （大学窓口の方） 

      ア 各大学の食品に関る学科の学生総人数を証明できる資料。（大学 4 学年と大学院の総数） 

      イ 応募者記入シートの大学情報と個人情報の記入。（ホームページに Excel がありますので入力頂

き本財団のメールアドレスへ Excel のまま送信下さい） 

（2）提出方法 

各大学で指定する学内の窓口経由で上記資料の原本と他に奨学生本人書類のア～ウの写しを６セ

ット同封の上、本財団宛に郵送してください。 

      なお、応募者が複数名いる場合は必ず学内で優先順位を付してください。優先順位を決める   

際は、当財団の「森記念奨学生選考基準書」を参考にして下さい。 

（3）本財団への提出期限 

2020 年６月 25 日必着 

（4）本財団の奨学金受付窓口 

〒108-0075 

東京都港区港南二丁目 13 番 40 号 東洋水産株式会社内 

一般財団法人 東洋水産財団 事務局 

アドレス：toyosuisan_zaidan@maruchan.co.jp 

一般財団法人東洋水産財団ホームページ http//www.toyosuisanzaidan.or.jp 

ご質問がある場合はメールでお問合せ下さい。 

８．奨学生の決定 

（1）奨学生の決定は、本財団の奨学生選考委員会の選考を経て理事会が行い、その結果を７月下旬か

ら 8 月上旬に学内の窓口宛へ郵送でご連絡する予定です。 
（2）選考の経過及び決定の理由は公表致しません。 

（2）選考基準については本財団のホームページ「森記念奨学生選考基準書」をご参照願います。 

９．奨学生の義務 

   特になし。 

以上 


